
第1版　平成30年（2018年）8月31日 税務部債権管理課

移管債権名（債権所管室課名）：国民健康保険料（健康医療部国民健康保険室）
イ ウ エ オ カ

うち、市外 うち、市外

1 225人 22人 327,901,301円 26,015,000円

2  執行停止処分相当 55人 4人 60,220,430円 3,473,810円

3 54人 4人 58,587,800円 3,473,810円

4 1人 0人 1,632,630円 0円

5 136人 15人 224,512,600円 18,607,130円

6 24人 0人 45,283,036円 0円

7 23人 2人 27,829,780円 1,544,060円

8 4人 2人 5,016,330円 3,020,270円

9 2人 1人 2,951,200円 606,620円

10 83人 10人 143,432,254円 13,436,180円

11  移管予告対象者 34人 3人 43,168,271円 3,934,060円

12  その他 15人 1人 18,520,540円 953,150円

13  分割納付約束 14人 1人 17,601,510円 953,150円

14  来庁・相談約束 1人 0人 919,030円 0円

15  移管者（決定） 19人 2人 24,647,731円 2,980,910円  平成29年（2017年）10月11日付けで移管者決定

 平成29年（2017年）9月29日付けで
 移管予告書発送

 移管予定者（仮決定）※１

※２　調定額は、督促手数料を除く平成２９年度（2017年度）の現年度分と滞納繰越分を合算した金額です。
※１　移管予定者（仮決定）は、原則として滞納額が60万円以上の滞納者を対象としています。

 平成29年（2017年）6月6日付けで
 移管予定者選定

 １号執行停止

 ２号執行停止

 その他

 分割納付約束

 給与差押対象

 経過観察対象

 完納・死亡者

 時効関連

平成29年度（2017年度）債権管理課への債権移管の状況
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